
　９月４日、八中祭と峰中祭が行われました。日頃の学習の成果とこの日のために練習した合唱や劇、パ
フォーマンスで団結力を披露しました。
　また、峰中祭では創立３０周年を記念し、思い出の品々が展示されました。
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思い出の品々や歴代卒業アルバムなども展示
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　現在国保に加入されている皆さんの平成２３年１０月１日から使用する新しい被保険者証は９月下旬に世帯
単位で郵送します。
保険医療機関等を受診される方は次のことを必ず守ってください。
１　現在入院中あるいは通院中の方は、平成23年10月１日以降新
しい被保険者証を保険医療機関等の窓口に必ず提示してください。
２　70歳以上の方は、「被保険者証」と「国民健康保険高齢受給者証」
をいっしょに保険医療機関等窓口に提示してください。
３　10月１日以降新しく国保に加入したときも、入院・通院にかか
わらず、被保険者証を保険医療機関等の窓口に必ず提示してくだ
さい。
４　月の初めや被保険者証が変わったときは、被保険者証を保険医
療機関等の窓口に必ず提示してください。

※他の保険に加入した方が変更の届出をしないまま、国保で医療機関等を受診された場合、医療費を返還
していただく場合がありますので、ご注意ください。

■問合せ先　　八峰町町民生活課　保険年金係　℡７６－４６１４

　社会保険等への加入や喪失、転入、転出など、資格異動の手続きは、異動する人の被保険者証を八
峰町役場へ持参し、速やかに行ってください。
　世帯主の変更や住所変更などのときは、国保に加入している世帯全員の被保険者証を八峰町役場へ
持参してください。変更後の被保険者証を交付します。

水道管工事に伴う通行規制のお知らせとお願い
　椿・椿台地区及び岩館第１・第２地区（海岸線）の水道管工事に伴い、下記のとおり交通規制を行います。
　また、本管工事終了後、各家庭への接続工事も行います。
　ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

■期　　間　１２月９日（金）まで
■時 間 帯　午前８:００～午後５:００
■規制内容　片側交互通行（道幅が狭い箇所は車両全

面通行止めの場合もありますので、工事
看板にご注意ください。）

■問合せ先　八峰町建設課　給排水施設係
℡７６－４６１０
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※　　　　が交通規制部分です
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